
件　　　名
荒川区地方税、国民健康保険料、後期高齢者医療保
険料及び介護保険料に係る収納業務委託

№5200019

工（納）期

契約締結日

契約金額

随意契約（相手方指定）調書

相手方指定理由

令和９年　３月３１日

令和８年　４月　１日

推定総額　２５，１２０，０４０円（消費税込み）

別紙に記載のとおり。

（法人番号：9010601021385）

契約相手方
株式会社ＮＴＴデータ

備　　考

複数単価契約



契約審査委員会資料

R8.2.5

件　　名

名　称

代表者

所在地

代表取締役社長　鈴木　正範

業者選定理由書

荒川区地方税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料に係る
収納業務委託

物品契約・随意契約（相手方指定）

経理課契約係

指名業者
（案）

株式会社ＮＴＴデータ

東京都江東区豊洲三丁目３番３号

特命理由

その他
特記事項

○根拠規定：地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号
（性質又は目的が競争入札に適さないもの）

　本件は、荒川区地方税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保
険料について、コンビニエンスストア店舗やモバイルバンキング等による収納
の代行、区への払込み及びこれに付随する業務を委託するものである。
　主管課からは、契約締結にあたり、部の機種・業者選定委員会の了承を得た
上で、上記業者を契約相手方に指定したい旨の依頼があった。

　経理課として検討したところ、
　①　本件は、「国民健康保険・後期高齢者医療システム」「介護保険システ
　　ム」及び荒川区地方税の「ＭＰＮ共同収納センター」との連携が必要とな
　　るが、収納連携している各システムは、上記業者との連携を前提に構築さ
　　れていることから、上記業者に委託することで経費の削減と確実な収納業
　　務の履行が可能である。
　②　加えて、現在進められている自治体情報システムの標準化対応により、
　　各課システムベンダーのリソースは極めて逼迫しており、この時期に新た
　　な収納代行基盤への移行することは不可能である。
　③　上記業者は、平成１９年度から（区民税・都民税については、平成２２
　　年度から）本業務を受託しており、その履行状況は良好である。また、
　　２３区中２２区が上記業者に委託している実績があり、公金収納の確実性
　　を担保する不可欠な要素であり、現行体制を維持することが最も合理的で
　　ある。

　以上のことから、主管課の業者指定は妥当であると判断し、上記業者を相手
方とした随意契約を締結する。

○本件は、長期継続契約とする契約を定める条例（平成１７年条例第５６号）及
び同条例施行規則の規定に該当するため、令和８年４月１日から令和１３年３月
３１日までの長期継続契約を締結する。


